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3) 「新しい主担当者/副担当者

１/副担当者２」に変更後の

担当者を設定します。設定が

完了したら「変更」ボタンを押

下します。 

 

反映に数分かかることがありま

すが、まもなく権限が譲渡され

ます。   

この手順を実施したアカウント

が、変更後に主担当と副担当

の両方から外れている場合、

対象の手続を閲覧できなくなり

ます。 

 

 

  








